
事  務  連  絡 

平成 30 年３月 29 日 

別記 関係団体 御中 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

データヘルス･医療費適正化対策推進室 

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」及び 

「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第３版）」の公表について 

特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の推進につきま

しては、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

第３期特定健康診査等実施計画期間（平成 30（2018）年度～平成 35（2023）年度）

に向けては、平成 29（2017）年８月に関係省令及び告示の改正を行うとともに、「特定

健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」（案）及び「特定健康

診査等実施計画作成の手引き（第３版）」（案）を公表していたところです。 

今般、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」及び「特

定健康診査等実施計画作成の手引き（第３版）」が確定し、以下の厚生労働省ホームペ

ージに公表しておりますので、貴下会員又は市町村への周知をお願いします。 

なお、平成 29年８月時点から構成等を一部変更しておりますが、平成 30年度以降の

第三期特定健康診査等実施計画期間における見直し内容に変更はありません。「特定健

康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」については、平成 29

年８月時点からの主な変更点一覧を参考までに別添でお示しいたします。 

また、本件の手引きに関連する「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30年度

版】」についても、厚生労働省健康局より平成 30年２月 16日に公表されているので、

あわせてお知らせいたします。 

（※）厚生労働省ホームページ 

・「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」（厚生労

働省保険局） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172888.html 

・「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第３版）」（厚生労働省保険局） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172866.html 

・「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30年度版】」（厚生労働省健康局） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html 

【担当】 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

データヘルス・医療費適正化対策推進室 初村、飯村、鈴木、沢井 

TEL:03-5253-1111（内線 3181） 

tekiseika01@mhlw.go.jp 

全日本病院協会　医療行政情報 
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（別記） 

 

団体名 

保険者及びその中央団体 

国民健康保険中央会 

 全国国民健康保険組合協会 

 健康保険組合連合会 

 全国健康保険協会 

 共済組合連盟 

 日本私立学校振興・共済事業団 

 地方公務員共済組合協議会 

都道府県 

 都道府県国民健康保険主管課 

健診・保健指導実施機関等 

 日本医師会 

 日本歯科医師会 

 全国労働衛生団体連合会 

 全日本病院協会 

 日本人間ドック学会 

 予防医学事業中央会 

 結核予防会 

 日本病院会 

 日本総合健診医学会 

 日本看護協会 

 日本栄養士会 

その他関係団体 

 社会保険診療報酬支払基金 

 保健医療福祉情報システム工業会 
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別添 

 

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）（案）」からの主な変更事項 

 

【本文】 

項番（確定版） （案）からの主な変更事項 

（全体） ・西暦に統一 

・引用条文の削除 

・引用通知名の修正 

・文言の適正化及び形式修正 等 

－ ・「第三期（2018年度以降）における変更点」を冒頭に移動 

1.特定健康診査 ・「1-2 特定健康診査とは」と「2.特定健康診査」の内容を一本化 

2.特定保健指導 ・「1-3 特定保健指導とは」と「3.特定保健指導」の内容を一本化 

4．委託 ・「5.アウトソーシング」⇒「4．委託」に変更 

・内容の簡素化 

5．集合契約 ・内容の簡素化 

 

制度の運用に直接的に関わる内容でないため（案）から削除した項目 

・はじめに 

・「1.基本的事項」 

・「9.基本指針・実施計画」 

 

【付属資料】 

資料番号 （案）からの変更事項 

付属資料 2-6： 

集合契約における

請求・決済の例 

・新規追加 
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	①【事務連絡】手引き（第３版）の公表について
	②【別添】（円滑な実施に向けた手引き主な変更事項一覧）



